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研究ノート

第
二
章
伝
貰
金
が
授
受
さ
れ
る
理
由

一
住
宅
建
築
金
融
の
不
足

二
借
地
制
度
の
不
存
在

お
わ
り
に

は
じ
め
に

韓
国
の
、
建
物
の
賃
貸
借
に
は
、
賃
料
の
代
わ
り
に
高
額
の
一
時
金
を

払
い
、
賃
貸
借
終
了
時
に
そ
の
一
時
金
を
無
利
息
で
返
還
す
る
と
い
う
慣

行
が
あ
る
。
こ
の
伝
賞
金
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
研
究

(
l
)
 

が
あ
る
が
、
石
目
白
目
氏
の
「
韓
国
に
お
け
る
住
宅
賃
貸
借
|
|
伝
貰
制

度
を
中
心
に
|
|
」
(
以
下
で
は
「
石
論
文
」
と
呼
ぶ
。
)
は
、
そ
の
仕

組
み
と
運
用
を
極
め
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
、
伝
貰
制
度
の
全
貌
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
た
だ
、
日
本
の
不
動
産
賃
貸
借
法
か
ら
み
る
と
、
建
物
賃
貸

借
に
お
い
て
な
ぜ
伝
貰
金
を
授
受
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
未
解
明
の

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
韓
国
の
不
動
産
賃

貸
借
と
伝
貰
金
を
検
討
し
、
韓
国
と
日
本
の
不
動
産
賃
貸
借
を
一
歩
立
ち

(2) 

入
っ
て
比
較
す
る
と
き
の
観
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。

以
下
で
は
ま
ず
、
日
本
の
不
動
産
賃
貸
借
と
比
較
し
、
と
く
に
伝
貰
金

に
類
似
す
る
制
度
が
日
本
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
後
で
、
な
ぜ
韓

国
に
は
伝
貰
金
制
度
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
る
。

信
用
一
卓
百
十

わ
が
国
の
建
物
賃
貸
借
と
の
比
較

伝
賞
金
を
授
受
す
る
建
物
賃
貸
借
で
は
、
賃
借
人
は
、
目
的
建
物
を
占

有
・
利
用
す
る
権
利
と
あ
わ
せ
て
、
賃
貸
借
終
了
時
に
伝
貰
金
の
返
還
請

求
権
を
有
す
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
の
権
利
に
伝
貰
金
制
度
の
特
色
が
あ

る
。
し
か
し
、
建
物
賃
貸
借
関
係
の
全
体
を
わ
が
国
と
比
べ
る
た
め
に
、

右
の
二
つ
の
権
利
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
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賃
借
建
物
の
占
有
利
用
権

なぜ韓同では伝賃金が授受されるのか?

賃
借
建
物
の
占
有
・
利
用
権
に
つ
い
て
は
、
貸
主
に
対
す
る
関
係
で
の

存
続
保
護
と
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
が
問
題
に
な
る
。

ま
ず
、
前
者
の
、
貸
主
に
対
す
る
関
係
で
の
存
続
保
護
は
、
日
本
と
韓

国
と
の
聞
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
最
低
期
間
を
法
定
す
る
が

(
韓
国
で
は
二
年
、
わ
が
国
で
は
一
年
未
満
の
借
家
契
約
は
期
間
の
定
め

の
な
い
契
約
と
さ
れ
る
。
)
、
わ
が
国
で
は
、
期
間
満
了
時
に
貸
主
に
「
正

(3) 

当
事
由
」
が
な
い
と
契
約
が
更
新
さ
れ
る
の
に
対
し
、
韓
国
で
は
こ
の
よ

う
な
更
新
拒
絶
の
制
限
が
な
い
。
韓
国
の
状
況
は
、
わ
が
国
の
一
九
四
七

年
の
借
家
法
改
正
以
前
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ

ツ
と
比
べ
て
も
建
物
賃
借
入
の
保
護
が
薄
く
、
イ
ギ
リ
ス
法
・
ア
メ
リ
カ

法
に
近
い
。
し
か
し
、
韓
国
で
は
、
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
た
一
部
の
学
者
が

更
新
拒
絶
の
制
限
を
主
張
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
信
義
則
な
ど
を
理
由

に
更
新
拒
絶
を
制
限
す
る
判
例
も
、
立
法
の
動
き
も
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
貸
主
が
一
般
大
衆
で
あ
る
た
め
に
、
借
主
保
護
立
法
の
大

(4) 

衆
運
動
が
起
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
韓
国
で
は
、
伝
貰
金
や
賃
料
に
対
す
る
規
制
も
土
日
か
ら
な

く
、
完
全
に
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
経
済
事
情
の
変
動
に
よ
る
賃
料
や
保
証
金
の
増
減
請
求
は
、

の
割
合
に
制
限
さ
れ
て
い
る
(
石
論
文
第
三
章
第
六
伝
子
)
。
し
か
し
、

そ
れ
も
契
約
期
間
中
だ
け
で
あ
り
、
契
約
が
終
了
す
る
と
完
全
に
自
由
で

あ
る
。

r'-. 

疋

他
方
、
後
者
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
は
、
韓
国
で
は
、
民
法
に
よ

る
場
合
は
、
物
権
法
上
の
伝
貰
権
の
登
記
ま
た
は
債
権
法
上
の
賃
借
権
の

登
記
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
|
|
こ
れ
ら
は
利
用
権
の
登
記
で
あ
る

l
l、

住
宅
賃
貸
借
保
護
法
に
よ
る
場
合
は
|
こ
れ
は
住
宅
に
限
ら
れ
る

l

l
、
住
宅
の
引
渡
と
住
民
登
録
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
借
家

権
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
住
民
登
録
ま
で
要
求
す
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ

韓
国
で
は
、
建
物
賃
借
権
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
住
民
登
録
ま
で

要
求
す
る
の
か
。

こ
の
住
民
登
録
は
、
実
際
に
は
二
つ
の
場
合
に
問
題
に
な
る
と
い
う
。

最
も
多
い
の
は
、
住
宅
が
競
売
さ
れ
そ
の
売
却
金
の
配
当
手
続
に
お
い
て

抵
当
権
者
の
被
担
保
債
権
と
賃
借
入
の
伝
貰
金
請
求
権
と
が
優
劣
を
争
う

場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
賃
借
入
は
、
引
渡
と
確
定
日
付
の
ほ
か
に
住
民
登

録
を
抵
当
権
の
登
記
よ
り
も
先
に
備
え
て
い
れ
ば
、
抵
当
権
者
に
優
先
し

て
伝
貰
金
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
賃
借
入
が
、

確
定
日
付
が
な
い
た
め
に
売
却
金
か
ら
配
当
を
受
け
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

引
渡
と
住
民
登
録
を
備
え
て
い
る
た
め
に
建
物
の
新
所
有
者
H
競
落
人
に

対
抗
力
を
持
ち
、
新
所
有
者
か
ら
の
退
去
請
求
に
対
し
、
伝
貰
金
の
返
還

北法50(4・211)887
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を
受
け
る
ま
で
そ
の
建
物
の
占
有
利
用
を
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
以
上

の
こ
つ
の
場
合
に
、
争
い
に
な
っ
た
時
に
賃
借
人
へ
の
引
渡
の
日
を
証
明

す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
立
法
者
は
、
引
渡
に
加
え
て
、
住
民
登
録

を
対
抗
要
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
抵
当
権
と
の
前
後
が
問
題
に
な

る
と
き
に
は
、
当
事
者
は
、
引
渡
の
日
を
全
く
問
題
に
せ
ず
、
専
ら
住
民

登
録
の
日
が
い
つ
で
あ
る
か
を
争
う
の
で
、
住
民
登
録
の
日
に
よ
っ
て
先

後
を
決
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
住
民
登
録
を
建
物
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
す
る
と
き
に

念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
実
は
、
賃
借
入
の
占
有
利
用
権
で
は
な
く
て

伝
貰
金
返
還
請
求
権
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
敷
金
も
大
き
な
額
で
は
な

い
の
で
、
賃
借
権
の
対
抗
力
の
問
題
に
お
い
て
考
え
る
の
は
専
ら
賃
借
人

の
占
有
利
用
権
の
保
護
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
韓
国
で
は
、
建
物
賃
借

権
の
存
続
期
聞
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
(
立
法
当
時
は
一
年
で
あ
っ
た

が
、
一
九
八
九
年
一
二
月
の
法
改
正
以
後
は
通
常
二
年
で
あ
る
)
、
占
有

利
用
権
の
保
護
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
保
護
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
賃

(
6
)
 

借
入
の
全
財
産
と
も
言
わ
れ
る
伝
貰
金
返
還
請
求
権
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
次
に
み
て
み
よ
う
。

一
時
金
の
返
還
請
求
権

伝
賞
金
返
還
請
求
権
は
韓
国
の
建
物
賃
貸
借
に
特
有
の
も
の
だ
と
い
わ

れ
る
。
し
か
し
、
伝
貰
金
に
相
当
す
る
も
の
が
、
本
当
に
わ
が
国
の
建
物

賃
貸
借
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
貰
金
は
、
賃
貸
借
の
当
初
に
賃
借
人

か
ら
賃
貸
人
へ
一
括
し
て
払
わ
れ
る
金
銭
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
金
銭
と

し
て
、
わ
が
国
の
建
物
賃
貸
借
で
は
、
権
利
金
、
敷
金
、
保
証
金
、
建
設

協
力
金
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
伝
賞
金
の
よ
う
に
賃
借
入
に
返
還
さ
れ
る

の
は
、
敷
金
、
保
証
金
、
建
設
協
力
金
で
あ
る
。
敷
金
は
、
貸
主
に
対
す

る
借
主
の
債
務
を
担
保
す
る
点
で
、
伝
賞
金
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
無

利
息
で
あ
る
た
め
利
息
分
が
貸
主
の
収
益
に
な
る
点
で
も
伝
貰
金
と
類
似

す
る
。
し
か
し
、
敷
金
は
一
般
に
、
賃
料
の
二
、
三
ヶ
月
1
数
ヶ
月
(
不

動
産
価
格
の
一
%
以
下
)
と
少
額
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
不
動
産
価
格
の

五
O
%
前
後
を
占
め
る
伝
貰
金
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

敷
金
が
高
額
で
あ
る
場
合
に
は
伝
貰
金
と
似
て
く
る
。
結
局
、
伝
貰
金
に

近
い
の
は
、
い
ず
れ
賃
借
入
に
無
利
息
で
(
あ
る
い
は
、
非
常
に
安
い
利

息
を
付
し
て
)
返
還
さ
れ
、
し
か
も
高
額
で
あ
る
建
設
協
力
金
と
保
証
金

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
時
金
の
沿
革
と
実
態
、
法
律
問
題
を
概
観
し
、
伝

貰
金
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

北法50(4・212)888

建
設
協
力
金
・
保
証
金
の
授
受
が
最
も
多
い
の
は
、
ピ
ル
の
賃
貸
借
で

(7) 

あ
る
o

戦
前
の
ピ
ル
の
賃
貸
借
で
は
、
毎
月
の
室
料
の
ほ
か
に
室
料
の
数

ヶ
月
分
の
敷
金
を
払
う
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、
建
設
協
力



なぜ、韓国では伝貰金が授受されるのか?

金
・
保
証
金
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
戦
後
、
貸

し
ピ
ル
の
需
要
が
旺
盛
に
な
っ
た
が
、
銀
行
の
融
資
に
様
々
の
規
制
が
あ
っ

た
た
め
に
、
ピ
ル
建
設
資
金
の
融
資
は
最
下
位
に
近
く
、
ま
た
、
地
代
家

賃
統
制
令
に
よ
り
家
賃
が
抑
え
ら
れ
て
い
た
の
で
家
主
は
銀
行
か
ら
融
資

を
受
け
ら
れ
で
も
そ
の
金
利
を
負
担
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
一
九
五
O
年
頃
か
ら
、
「
(
建
設
)
協
力
金
」
が
授
受
さ
れ
る
よ
う
に

(8) 

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
敷
金
が
家
賃
債
権
等
の
担
保
を
目
的
と
す
る
の
(
9
)
 

に
対
し
、
建
設
協
力
金
は
、
建
築
費
の
一
部
の
調
達
を
目
的
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
「
建
設
協
力
金
」
と
い
う
名
称
は
、
テ
ナ
ン
ト
に
共
同
経
営

者
的
意
識
を
持
た
せ
る
た
め
賃
料
値
上
げ
を
困
難
に
し
、
ま
た
、
新
築
以

外
の
ピ
ル
で
は
違
和
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
第
に
、
空
室
危
険
に
対
す
る

「
入
居
期
間
の
保
証
」
と
い
う
意
味
で
、
「
保
証
金
」
と
い
う
名
称
を
用

(
凶
)

い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九
七
0
年
代
末
ま
で
、
「
建
設
協
力
金
」

「
保
証
金
」
の
授
受
は
増
加
し
、
七
0
1
八
O
%
の
ピ
ル
で
授
受
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
減
少
し
、
現
在
は
二

0
1
三
O
%
の
ピ
ル
で

し
か
授
受
さ
れ
て
い
な
い
(
表
1
)
。

授
受
の
額
は
、
貸
し
ピ
ル
の
需
要
が
旺
盛
で
あ
っ
た
一
九
六
四
年
頃
ま

で
は
、
東
京
で
は
建
築
費
の
平
均
七
O
%
(
六
0
1
八
五
%
)
、
大
阪
で

は
五
O
%
、
地
方
都
市
で
も
三
0
1
四
O
%
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
需
給

に
応
じ
て
変
動
し
て
い
る
が
、
一
九
七
四
年
に
は
家
賃
の
三
0
1
六

O
ケ

保証金・建設協力金を受領しているピル

全国 東京 大阪

1966年 67% 282/ 419 66% 76/115 67% 82/123 

1970年 69% 476/ 686 71% 138/195 69% 95/138 

1975年 73% 870/1188 75% 331/443 76% 175/229 

1980年 64% 984/1543 67% 383/573 79% 211/268 

1985年 53% 1010/1913 54% 401/736 67% 193/286 

1990年 29% 891/3116 29% 376/1315 45% 167/370 

1995年 22% 724/3304 20% 270/1371 33% 124/376 

1) r不動産鑑定Jの毎年3月号-4月号の掲載される「高層建物に関す
る諸資料jと、日本ピルチ‘ング協会連合会「ピル実態調査のまとめJ
の各年度版による。

2 )各織の右側は、保証金・建設協力金を受領しているピルの棟数/調査

したピルの総棟数であり、左側は、それを%で表したものであるo

北法50(4・213)889

保
証
金
・
建
設
協
力
金
に
は
利
息
を
付
け
ず
、
付
け
て
も
利
率
は
低
い
。

一
九
九
五
年
度
の
調
査
で
は
、
保
証
金
・
協
力
金
を
授
受
し
て
い
る
全
国

表1月
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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七
二
四
棟
の
ピ
ル
で
は
、
無
利
息
が
四
四
四
棟
、
据
え
置
き
期
間
中
無
利

息
が
二
回
三
棟
で
、
あ
わ
せ
る
と
六
八
七
棟
、
九
五
%
で
あ
る
。

ピ
ル
の
賃
貸
借
に
比
べ
る
と
、
住
宅
の
賃
貸
借
の
「
建
設
協
力
金
」

表2

北海道・東北・ 中部・中国・
近畿

関東甲信越 四国九州

日子 称 敷金 敷金 敷金保証金

z木、1ak 新規 1 -2ヶ月 2-3ヶ月 10ヶ月前後(最高は16ヶ月)

ア
中古 1ヶ月 2-3ヶ月 滋賀・京都では4ヶ月が上限ノ守

大阪・兵庫・奈良・和歌山では

ト 10ヶ月前後(最高は15ヶ月

木
新規 1-2ヶ月 3ヶ月 滋賀 京都では5ヶ月前後

大阪・兵庫・奈良・和歌山では
3、E旦色 10-15ヶ月(最高は20ヶ月

戸 中古 1ヶ月 2-3ヶ月 滋賀京都では4-5ヶ月

建 大阪兵庫・奈良・和歌山では
10-20ヶ月

'"7 五杢JB. ド

新規 1 -2ヶ月 3ヶ月 滋賀・京都では4ヶ月前後
大阪・兵庫・奈良和歌山では

ンア
10-20ヶ月

ンノ〈
中古 1 -2ヶ月 2-3ヶ月 滋賀 京都では4ヶ月前後ヨl

ント 大阪・兵庫・奈良・和歌山では
10-20ヶ月

「
保
証
金
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
が
極
め
て
少
な
い
。
授
受
の
頻
度
に
関

す
る
調
査
は
み
あ
た
ら
な
い
。
額
に
関
し
て
は
一
九
八
五
年
の
簡
単
な
調

北法50(4.214)890

全国宅地建物取引業協会連合会『全国10万人以上の都市における民間賃
貸住宅仲介の商慣習と実態j(1985年)8頁以下による。

建築費の60-70%'
6-12" 。

1)借地借家制度調査会『借地借家制度の研究 第3編 経済的実態J(1989年)71頁以下
による。
2 )数値は、断りのない限り、家賃月額の何倍かを示しているo
3 )大阪市ー豊中市 神戸市では保証金と敷金を区別していない。
4 )最中市では、テナントピjレの場合に、保証金のほかに建築協力金がある(額は不明)。
5 )広島県の勺立、テナントピルの l階部分のみ。ピルの供給過剰で、保証金の授受は減少
ぎみという。商業用建物の賃貸借の敷金(常事)は、一般には6-12倍であるが、高度
商業地では24-3C倍程度であるという。

広島県

0 
2-3 



なぜ韓国では伝貰金が授受されるのか?

査
が
あ
る
の
み
で
あ
る
(
表

2
)
。
こ
の
ほ
か
、
居
住
建
物
賃
貸
借
・
営

業
建
物
賃
貸
借
の
両
者
に
関
す
る
調
査
と
し
て
、
表
3
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
る
と
、
居
住
用
建
物
の
賃
貸
借
で
は
、
保
証
金
は

あ
ま
り
授
受
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
関
西
で
は
、
高
額
の
保
証
金
が
支

払
わ
れ
て
い
る
(
表
ー
に
よ
る
と
、
営
業
用
の
ピ
ル
賃
貸
借
で
の
保
証
金

は
、
特
に
関
西
で
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
)
。
関
西
の
居
住
用
建
物
の
貸
主

は
、
資
本
力
が
相
対
的
に
小
さ
く
守
、
建
物
賃
借
入
か
ら
の
資
金
提
供
が
必

要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
保
証
金
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

り
良
い
賃
借
人
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
賃
借
入
と
の
契
約
関
係
を

長
期
間
維
持
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
か
(
保
証
金
に
よ
っ

て
、
家
賃
不
払
い
や
、
賃
借
入
か
ら
の
中
途
解
約
に
対
処
で
き
る
)
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
営
業
用
の
建
物
賃
貸
借
で
は
か
つ
て
、
高
額
の

保
証
金
・
建
設
協
力
金
が
一
般
に
授
受
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
不
動
産

価
格
に
対
す
る
割
合
は
伝
貰
金
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

後
次
第
に
、
授
受
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
居
住
用
の
建
物
賃
貸

借
で
は
、
ま
と
ま
っ
た
額
の
保
証
金
の
授
受
は
関
西
地
区
に
限
ら
れ
、
他

の
地
域
で
は
、
以
前
も
今
日
も
授
受
さ
れ
て
い
な
い
。
韓
国
で
は
、
伝
貰

金
が
、
営
業
建
物
の
賃
貸
借
よ
り
も
居
住
建
物
の
賃
貸
借
で
授
受
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
と
韓
国
の
大
き
な
違
い
は
、
居
住
用
建
物

の
賃
貸
借
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

法
律
問
題
の
比
較

韓
国
の
伝
貰
金
と
わ
が
国
の
保
証
金
・
建
設
協
力
金
を
、
法
律
問
題
の

レ
ベ
ル
で
比
較
し
て
み
よ
う
。
わ
が
国
の
保
証
金
を
め
ぐ
っ
て
は
三
つ
の

問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

第
一
は
保
証
金
返
還
義
務
の
承
継
の
問
題
で
あ
る
。
賃
貸
借
建
物
の
所

有
権
が
移
転
し
た
と
き
新
所
有
者
は
保
証
金
返
還
義
務
を
承
継
す
る
か
。

わ
が
国
の
裁
判
例
は
、
保
証
金
が
建
設
協
力
金
・
貸
金
で
あ
る
場
合
に
は

返
還
義
務
が
承
継
さ
れ
ず
、
敷
金
で
あ
る
場
合
に
は
返
還
義
務
が
承
継
さ

(
日
)

れ
る
と
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
韓
国
民
法
で
は
、
物
権

法
上
の
伝
貰
権
も
債
権
的
伝
貰
権
も
、
利
用
権
に
つ
い
て
登
記
が
な
さ
れ

て
い
れ
ば
伝
貰
金
返
還
義
務
が
承
継
さ
れ
る
。
ま
た
、
住
宅
賃
貸
借
保
護

法
に
よ
る
と
、
引
渡
と
住
民
登
録
が
あ
れ
ば
、
伝
貰
金
返
還
義
務
が
承
継

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
確
定
日
付
を
備
え
る
と
、
返
還
義
務
者
の
他
の
債
権

者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
貰
金
返
還
請
求
権
は
、

わ
が
国
の
建
設
協
力
金
・
貸
金
た
る
保
証
金
の
返
還
請
求
権
と
比
べ
て
、

さ
ら
に
敷
金
の
返
還
請
求
権
と
比
べ
て
も
、
強
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
賃
貸
借
契
約
が
途
中
で
消
滅
し
た
と
き
の
問
題
で
あ
る
。
そ

の
一
は
、
保
証
金
に
償
却
特
約
が
付
さ
れ
た
と
き
の
、
そ
の
効
力
で
あ
る

が
、
裁
判
例
は
、
期
間
満
了
時
に
お
け
る
償
却
割
合
を
合
理
的
な
修
正
を

北法50(4・215)891
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施
し
て
中
途
解
約
の
場
合
に
も
適
用
し
て
い
る
。
そ
の
二
は
、
と
く
に
火

災
・
自
然
災
害
な
ど
の
両
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
り

賃
貸
建
物
が
損
壊
し
、
賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
た
と
き
、
保
証
金
返
還
請

求
権
が
ど
う
な
る
か
、
と
く
に
保
証
金
償
却
特
約
が
効
力
を
有
す
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
裁
判
例
が
分
か
れ

て
い
た
が
、
最
高
裁
は
最
近
、
償
却
特
約
は
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
ず
、

(ロ)

保
証
金
を
全
額
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
韓

国
の
伝
貰
金
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
者
の
中
途
解
約
に
よ
る
返
還
請
求
は
、

契
約
期
聞
が
二
年
と
短
い
の
で
、
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
、
火
災
・
自
然
災
害
に
よ
り
賃
貸
借
が
終
了
し
た

場
合
の
返
還
請
求
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
賃
借
入
は
伝
貰
金
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。

た
だ
、
大
法
院
に
よ
る
と
、
そ
の
際
に
、
建
物
の
滅
失
に
つ
い
て
賃
借
入

に
過
失
が
な
い
こ
と
を
、
賃
借
入
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
は
、
保
証
金
返
還
請
求
権
の
担
保
化
に
関
す
る
法
律
問
題
で
あ
る
。

裁
判
例
は
な
い
が
、
実
務
で
は
し
ば
し
ば
保
証
金
返
還
請
求
権
を
担
保
に

(
日
)

融
資
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
銀
行
員
、
弁
護
士
に
よ
る
文
献
が
多
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、
韓
国
で
は
、
銀
行
が
、
伝
質
保
証
金
返
還
請
求
権
を
担

(M) 

保
に
と
っ
て
建
物
賃
借
人
に
融
資
を
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
韓
国
の

銀
行
は
、
こ
こ
で
も
、
住
宅
関
連
へ
の
融
資
に
消
極
的
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
韓
国
で
は
、
伝
貰
金
の
返
還
請
求
権
が
、
わ
が
国

の
保
証
金
の
返
還
請
求
権
よ
り
も
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
返
還
請
求

権
を
担
保
と
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。

北法50(4・216)892

第
二
章

伝
貰
金
が
授
受
さ
れ
る
理
由

韓
国
の
不
動
産
賃
貸
借
で
は
な
ぜ
伝
貰
金
が
授
受
さ
れ
る
の
か
。
以
下

で
は
、
伝
貰
金
が
授
受
さ
れ
る
背
景
・
理
由
を
、
積
極
的
な
も
の
(
一
)

と
消
極
的
な
も
の
(
二
)
に
分
け
て
見
て
お
こ
う
。

住
宅
建
築
金
融
の
不
足

伝
貰
金
が
授
受
さ
れ
る
の
は
建
物
の
賃
貸
借
、
そ
の
中
で
も
住
宅
の
賃

貸
借
で
あ
る
。
営
業
用
建
物
の
賃
貸
借
で
は
普
通
、
伝
貰
金
の
ほ
か
に
毎

月
の
賃
料
を
払
う
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
住
宅
の
賃
貸
借
で
は
、
伝
貰

金
の
み
を
払
う
も
の
が
七
一
・
八
%
、
伝
貰
金
と
賃
料
を
払
う
も
の
が
二

三
・
四
%
で
あ
り
、
賃
料
の
み
を
払
う
の
は
わ
ず
か
四
・
八
%
に
す
ぎ
な

い
。
伝
貰
金
を
準
備
で
き
な
い
零
細
庶
民
が
、
賃
料
の
み
、
あ
る
い
は
、

少
額
の
伝
貰
保
証
金
の
ほ
か
に
賃
料
を
払
う
形
態
を
と
る
と
の
こ
と
で
あ



なぜ韓国では伝賞金が授受されるのか?

(
正
)

る
。
な
ぜ
、
住
宅
の
賃
貸
借
で
は
、
利
用
の
対
価
を
、
契
約
当
初
に
一
時

金
で
、
ー

l
正
確
に
言
、
っ
と
、
そ
の
一
時
金
を
元
本
と
す
る
利
息
の
形

で
、
|
|
支
払
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
賃
料
の
み
に

よ
る
賃
貸
借
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
伝
貰
金
の
授
受
は
、
法
的
、
社

会
的
な
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
何
ら
か
の
取
引
上
の
要
因
に
基

づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
取
引
上
の
要
因
と
い
っ
て
も
単
純
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
伝
貰
金
が
不
動
産
の
借
主
か
ら
貸
主
へ
の
融
資
だ

と
い
う
点
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
不
動
産
賃
貸
借
は
、
資
産
を
有
す
る
貸
主
が
資
産
を
持
た
な

い
借
主
に
、
金
銭
で
は
な
く
て
土
地
建
物
の
形
で
融
資
す
る
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
貸
主
が
借
主
の
た
め
に
出
費
し
て
土
地
建
物
を
整
え
、

契
約
期
間
中
そ
れ
を
提
供
し
て
出
費
を
賃
料
に
よ
っ
て
回
収
し
(
建
築
費

の
利
息
の
回
収
)
、
契
約
終
了
に
よ
っ
て
目
的
物
を
回
収
(
元
本
の
回
収
)

す
る
か
ら
で
あ
る
。
(
土
地
建
物
の
値
上
が
り
益
・
滅
失
の
リ
ス
ク
を
、

建
築
資
金
の
融
資
で
は
賃
借
入
が
負
い
、
不
動
産
賃
貸
借
で
は
貸
主
が
負

う
点
で
差
が
あ
る
が
0
)

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
伝
貰
制
度
で
は
、
借
主
か

(

吋

叩

)

ら
貸
主
へ
の
融
資
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
①
貸
主
に
と
っ
て
、
賃
料
よ
り
も
伝
貰

金
(
一
時
金
の
利
息
・
運
用
益
)
の
方
が
有
利
だ
か
ら
で
あ
り
、
②
借
主

に
と
っ
て
は
、
賃
料
よ
り
も
伝
貰
金
の
方
が
負
担
が
小
さ
い
か
ら
で
あ
る
。

①
の
、
賃
料
よ
り
も
伝
貰
金
の
方
が
貸
主
に
と
っ
て
有
利
な
理
由
は
、

韓
国
の
場
合
、
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
建
築
資
金
(
ま
た
は
購
入

資
金
)
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に
、
他
か
ら
融
資
を
受
け
る
よ
り
も
、
借

主
か
ら
伝
貰
金
の
形
で
金
利
負
担
の
安
い
融
資
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
建
築
資
金
(
購
入
資
金
)
が
不
足
す
る
背
景
と
し
て
、
韓
国
で
は
建

築
費
が
高
額
で
あ
る
こ
と
、
住
宅
賃
貸
人
の
ほ
と
ん
ど
が
企
業
・
業
者
で

な
く
、
資
本
力
の
小
さ
い
個
人
で
あ
る
こ
と
(
注

(
4
)
を
参
照
)
、
銀

行
が
住
宅
建
築
(
住
宅
購
入
)
に
対
す
る
融
資
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
が

あ
る
。
最
後
の
点
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
み
て
お
こ
う
。

韓
国
で
は
、
住
宅
購
入
(
建
築
)
に
対
す
る
銀
行
の
融
資
と
し
て
、

(
ア
)
一
般
の
融
資
と
(
イ
)
長
期
住
宅
資
金
融
資
と
が
あ
る
。
ま
ず
、

(
ア
)
は
、
と
く
に
住
宅
の
た
め
の
融
資
で
は
な
く
、
期
間
は
一
年
で
、

更
新
さ
れ
る
が
、
最
長
で
も
、
最
初
の
貸
出
か
ら
三
年
な
い
し
五
年
に
制

限
さ
れ
て
い
る
。
弁
済
は
、
長
期
の
分
割
償
還
方
式
で
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
(
イ
)
は
、
韓
国
住
宅
銀
行
と
い
う
特
殊
な
公
法
人
が
、
庶
民
住

宅
を
普
及
す
る
た
め
に
、
政
府
か
ら
の
資
金
を
も
っ
て
、
韓
国
住
宅
銀
行

法
と
同
法
施
行
令
の
下
で
行
う
融
資
で
あ
る
。
償
還
期
間
は
、
最
長
二
五

年
で
あ
る
(
韓
国
住
宅
銀
行
法
施
行
令
二
ハ
条
)
が
、
普
通
は
二
O
年
で

あ
る
。
利
率
は
、
融
資
の
種
類
に
よ
っ
て
違
う
が
、
以
前
か
ら
一
二
・
五

%
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
融
資
に
は
様
々
な
制
限
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
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ち
、
こ
の
長
期
融
資
は
、
専
有
面
積
が
八
五
平
米
(
二
五
・
七
坪
)
以
下

の
住
宅
に
制
限
さ
れ
(
同
施
行
令
一
四
条
)
、
融
資
限
度
額
も
二
五

0
0

万
ウ
ォ
ン
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
二
五
O
O
万
ウ
ォ
ン
と
い
う
の
は
、
ソ

ウ
ル
に
お
け
る
専
有
面
積
八
五
平
米
の
ア
パ
ー
ト
(
マ
ン
シ
ョ
ン
)
で
み

る
と
、
購
入
価
格
の
一

0
1
二
O
%
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
融
資
を

受
け
る
た
め
に
は
、
二
疋
期
間
(
例
え
ば
、
一
年
あ
る
い
は
二
年
)
、
住

宅
賦
金
と
い
う
預
金
に
加
入
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
状
況
で

は
、
住
宅
購
入
者
は
、
購
入
代
金
の
大
部
分
を
、
貯
蓄
で
準
備
し
て
お
く

か
、
購
入
し
た
住
宅
を
賃
貸
し
て
受
け
る
伝
貰
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
宅
に
対
す
る
一
般
の
銀
行
融
資
は
一
年
の
短
期
だ

か
ら
、
つ
な
ぎ
融
資
の
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
こ
の
韓
国
住
宅
銀
行
は
民
営
化
さ
れ
た
(
韓
国
住

宅
銀
行
法
は
一
九
九
七
年
八
月
三
O
日
に
廃
止
)
。
し
か
し
、
中
央
銀
行

た
る
韓
国
銀
行
の
指
示
と
韓
国
住
宅
銀
行
自
身
の
規
程
に
よ
っ
て
、
住
宅

資
金
の
融
資
は
従
前
と
同
じ
よ
う
に
行
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
右
の
述
べ

た
制
限
を
次
第
に
緩
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
八
五
平
米
と
い
う
面
積
制
限

は
一
九
九
八
年
九
月
二
五
日
に
廃
止
し
た
。
融
資
限
度
額
の
制
限
も
今
年

(
一
九
九
九
年
)
廃
止
し
た
。
利
率
は
、
一
九
九
八
年
初
め
以
降
、
一
一

五
%
に
下
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
現
在
は
、
韓
国
住
宅
銀
行
以
外
の
市
中
銀

行
も
住
宅
融
資
を
始
め
、
銀
行
に
よ
る
住
宅
融
資
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
動
き
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。

①
の
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
貸
主
に
建
築
資
金
の
不
足
は
な
い

が
、
貸
主
が
賃
料
収
入
よ
り
も
有
利
な
投
資
先
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、

賃
料
で
な
く
て
伝
貰
金
を
望
む
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
八

八
1
九
二
年
の
地
価
高
騰
時
に
は
、
建
物
賃
貸
人
が
、
受
領
し
た
伝
貰
金

を
も
っ
て
さ
ら
に
別
の
住
宅
・
不
動
産
を
購
入
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と

い
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
価
の
値
上
が
り
益
を
二
重
、
三
重
に
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
た
(
当
時
は
、
購
入
不
動
産
を
転
売
す
る
と
、
譲
渡
所
得
税

等
の
費
用
を
除
い
て
も
、
多
く
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
)
。
も
っ

と
も
、
一
九
九
三
年
の
地
価
下
落
以
後
は
、
こ
の
よ
う
な
投
資
行
動
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
韓
国
に
は
金
利
の
高
い
私
債
市
場
が

存
在
す
る
が
、
リ
ス
ク
が
大
き
い
の
で
、
住
宅
貸
主
が
受
領
し
た
伝
貰
金

(口)

を
私
債
市
場
に
投
資
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。

②
の
、
借
主
に
と
っ
て
賃
料
よ
り
も
伝
貰
金
の
方
が
負
担
が
小
さ
い
の

は
、
賃
料
で
払
う
と
き
に
は
、
伝
賞
金
に
私
債
市
場
の
高
い
金
利
を
掛
け

た
も
の
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
(
石
論
文
注
(
日
)
)
。

私
債
市
場
の
高
い
金
利
(
月
二
%
、
年
二
四
%
)
を
賃
料
の
基
準
に
し
て

い
る
の
は
、
不
動
産
貸
主
層
に
と
っ
て
私
債
市
場
が
一
般
的
な
投
資
先
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
規
制
さ
れ
て
い
る
預
金
金
利
が
あ
ま
り

に
低
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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借
地
制
度
の
不
存
在

なぜ韓国では伝賃金がJ受受されるのかワ

日
本
で
も
、
社
会
全
体
の
余
剰
資
金
が
少
な
く
、
銀
行
金
融
が
建
物
建

築
に
固
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
伝
賞
金
が
授
受
さ
れ
る
の
と
似
た
状

況
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
に
、
戦
後
の
貸
し
ピ
ル
の
賃
貸
借
で
は
、
建

築
資
金
不
足
を
補
う
た
め
に
高
額
の
保
証
金
が
授
受
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
住
宅
の
賃
貸
借
で
は
、
住
宅
金
融
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は

貧
弱
だ
っ
た
と
き
に
も
、
高
額
の
保
証
金
が
授
受
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
で
は
、
借
地
制
度
が
あ
っ
た
か
ら
で
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
少
し
説
明
し
よ
う
。

借
地
で
は
、
伝
貰
金
制
度
と
同
じ
よ
う
に
、
不
動
産
を
利
用
可
能
な
状

態
に
す
る
た
め
の
費
用
の
大
き
な
部
分
を
、
賃
借
人
H
不
動
産
利
用
者
が

負
担
す
る
。
た
だ
、
伝
貰
賃
貸
借
で
は
土
地
も
建
物
も
賃
貸
人
に
帰
属
す

る
の
に
対
し
、
借
地
で
は
、
賃
借
入
が
費
用
を
負
担
し
た
建
物
部
分
を
所

有
す
る
。
ま
た
、
伝
貰
金
は
新
築
建
物
だ
け
で
な
く
建
築
後
何
年
も
経
た

建
物
の
賃
貸
借
で
も
授
受
さ
れ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
建
築
費
に
使
わ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
建
築
資
金
が
不
足
し
て
い
る
社
会
で
は
、
借

地
は
、
伝
貰
金
と
同
じ
く
、
不
動
産
利
用
者
が
費
用
の
大
き
な
一
部
を
負

担
す
る
機
能
を
果
た
す
。
裏
か
ら
言
、
っ
と
、
韓
国
で
伝
貰
金
が
授
受
さ
れ

る
の
は
、
借
地
制
度
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

韓
国
で
も
、
土
地
と
建
物
は
法
制
度
上
別
で
あ
り
(
石
論
文
注
(
必
)
)
、

土
地
に
つ
い
て
賃
借
権
あ
る
い
は
地
上
権
を
取
得
し
そ
の
上
に
建
物
を
建

て
る
こ
と
(
借
地
)
は
、
法
制
度
上
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
借
地
は

(
M
m
)
 

極
め
て
例
外
的
だ
と
い
う
。
借
地
が
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
、
建
物
が
、

一
戸
建
て
だ
と
土
造
り
(
昔
)
あ
る
い
は
煉
瓦
造
り
(
今
)
、
大
規
模
集

合
住
宅
だ
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
、
移
築
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
土

地
と
建
物
の
所
有
者
を
別
に
す
る
と
取
引
費
用
が
大
き
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
は
い
契
約
終
了
時
に
土
地
所
有
者
に
買
い
取
ら
せ
る
た
め
に
は

交
渉
費
用
が
掛
か
り
、
土
地
所
有
者
が
買
い
取
ら
な
け
れ
ば
、
建
物
の
取

り
壊
し
に
よ
っ
て
さ
ら
に
大
き
な
費
用
が
掛
か
る
。
そ
こ
で
、
賃
借
人
が

高
額
の
建
築
費
を
負
担
す
る
場
合
で
も
建
物
を
賃
貸
人
H
土
地
所
有
者
に

帰
属
さ
せ
、
賃
借
入
の
出
費
は
賃
貸
人
に
対
す
る
金
銭
債
権
と
し
て
保
護

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
木
造
建
物
は
移
築
可
能
な

の
で
、
利
用
者
に
そ
の
建
築
費
用
を
負
担
さ
せ
る
と
き
に
は
借
地
契
約
を

し
た
。
こ
の
た
め
に
、
保
証
金
の
授
受
が
普
及
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
で
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
貸
し
ビ
ル
な
ど
移
築
が
不
可
能
な
堅
固
建

物
の
場
合
に
は
、
保
証
金
が
授
受
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

わ
が
国
で
以
前
に
大
量
に
存
在
し
た
借
地
は
、
不
動
産
需
要
者
に
対
す

る
融
資
の
欠
知
と
恒
常
的
な
地
価
の
上
昇
と
に
起
因
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
一
九
六
0
年
代
末
か
ら
こ
の
二
つ
の
条
件
が
弱
く
な
る
と
、
借
地
は

(
凶
)

減
少
し
た
。
韓
国
で
も
住
宅
需
要
者
に
対
す
る
金
融
が
次
第
に
拡
充
さ
れ

つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
地
価
も
上
昇
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
も

し
、
事
態
が
こ
の
方
向
で
進
む
な
ら
ば
、
伝
貰
金
の
授
受
と
い
う
慣
行
も

次
第
に
衰
退
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

註

(
1
)
日
置
雅
晴
「
韓
国
、
台
湾
の
土
地
問
題
と
借
地
借
家
法
」
自
由

と
正
義
四
三
巻
五
号
(
一
九
九
二
年
)
五
四
頁
以
下
、
伊
藤
進

「
韓
国
に
お
け
る
不
動
産
利
用
権
に
関
す
る
法
律
の
改
正
」
『
民

法
論
下
(
物
権
・
債
権
)
』
(
一
九
九
四
年
)
五
O
頁
以
下
、
ア

ジ
ア
不
動
産
法
制
研
究
会
(
水
本
浩
、
野
村
好
弘
、
内
田
勝
二

『
ア
ジ
ア
の
不
動
産
法
制

1
』
(
一
九
九
四
年
)
一

O
五
頁
、
一

一
九
頁
、
高
刻
龍
「
韓
国
に
お
け
る
住
宅
賃
貸
借
制
度
の
形
成
と

課
題
」
星
野
英
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
日
本
民
法
学
の
形
成

と
課
題
(
下
)
』
(
一
九
九
六
年
)
一
二
七
九
頁
以
下
、
向
「
現
代

韓
国
法
入
門
』
(
一
九
九
八
年
)
一
六
七
頁
以
下
。

(
2
)
石
論
文
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
六
月
四
日
に
本

学
部
民
事
法
研
究
会
で
な
さ
れ
た
報
告
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の

研
究
会
と
そ
の
後
に
、
伝
貰
金
と
韓
国
の
不
動
産
賃
貸
借
に
つ
き

石
氏
に
細
部
に
わ
た
る
質
問
を
し
、
ま
た
自
ら
調
査
・
検
討
し
た
。

こ
の
た
び
石
氏
が
そ
の
報
告
を
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

筆
者
の
調
査
・
検
討
の
結
果
を
整
理
し
石
論
文
と
合
わ
せ
て
発
表

す
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
述
べ
る
韓
国
不
動
産

賃
貸
借
の
知
見
は
、
石
氏
の
ご
教
授
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

問
、
筆
者
の
度
重
な
る
質
問
に
対
し
、
韓
国
の
事
情
を
改
め
て
調

査
し
て
丁
寧
に
お
答
え
下
さ
り
、
ま
た
、
本
稿
を
読
ん
で
貴
重
な

ご
意
見
を
下
さ
っ
た
石
氏
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(3)
た
だ
し
、
こ
の
部
分
を
廃
止
す
る
、
定
期
借
家
に
関
す
る
改
正

法
案
が
国
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
韓
国
で
は
、
一
、
二
戸
の
住
宅
を
所
有
す
る
小
規
模
の
貸
主
が

多
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
自
己
使
用
し
て
い
た
家
屋
を
転
勤
な
ど

の
た
め
に
賃
貸
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
借
主
に
比
べ
貸

主
の
数
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
5
)
関
係
法
規
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

住
宅
賃
貸
借
保
護
法
第
七
条
(
借
賃
等
の
増
減
請
求
権
)
約

定
し
た
借
賃
あ
る
い
は
保
証
金
が
賃
借
住
宅
に
関
す
る
租
税
、
公

課
金
、
そ
の
他
の
負
担
の
増
減
、
あ
る
い
は
経
済
事
情
の
変
動
に

よ
っ
て
相
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
当
事
者
は
将
来
に
向
か
っ

て
、
そ
の
増
減
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
増
額
の
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場
合
に
は
、
大
統
領
令
が
定
め
る
基
準
に
よ
る
比
率
を
超
過
で
き

な
い
。
(
一
九
八
三
年
一
二
月
=
δ
目
、
本
条
新
設
)

同
法
施
行
令
第
二
条
(
借
賃
等
増
額
請
求
の
基
準
等
)
①
法

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
借
賃
又
は
保
証
金
(
以
下
、
「
借
賃
等
」
と

い
う
)
の
増
額
請
求
は
、
約
定
し
た
借
賃
等
の
二

O
分
の
一
の
金

額
を
超
過
で
き
な
い
。

②
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
増
額
請
求
は
、
賃
貸
借
契
約
又
は
約
定

し
た
借
賃
等
の
増
額
が
あ
っ
た
一
年
以
内
に
は
で
き
な
い
。

(6)
こ
の
ほ
か
、
住
民
登
録
を
対
抗
要
件
と
す
る
背
景
に
は
、
本
文

の
第
二
の
場
合
に
、
韓
国
で
は
、
日
本
民
法
三
九
五
条
の
短
期
賃

貸
借
保
護
の
制
度
が
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
に
、
抵
当
権
設
定
と

賃
借
権
設
定
の
先
後
が
わ
が
国
よ
り
も
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
明
確
な
形
で
決
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ

な
し
。も
っ
と
も
、
韓
国
で
も
、
住
民
登
録
を
対
抗
要
件
と
し
て
付
け

加
え
た
こ
と
に
対
し
、
こ
れ
を
削
除
す
べ
き
だ
と
す
る
反
対
論
が

少
な
く
な
い
と
い
う
。

(
7
)
以
下
は
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
阿
部
誇
『
不
動
産
の
管
理
と

経
営
(
改
訂
版
)
」
(
一
九
七
一
年
)
一
三
六
頁
以
下
、
同
監
修

『
不
動
産
の
実
務
相
談
』
(
一
九
七
四
年
)
一
一
一

O
頁
以
下
に
よ
る
。

(
8
)
三
菱
地
所
が
一
九
五
O
年
頃
に
採
用
し
た
の
が
鳴
矢
だ
っ
た
と

い
わ
れ
る
(
菅
原
和
夫
「
借
地
・
借
家
関
係
上
授
受
さ
れ
る
金
銭

に
つ
い
て
」
日
本
不
動
産
鑑
定
協
会
監
修
『
借
地
・
借
家
の
現
状

と
法
改
正
へ
の
提
言
』
(
一
九
八
六
年
)
一

O
一
頁
)
。

(9)
当
時
、
「
敷
金
」
の
名
目
で
高
額
の
一
時
金
を
授
受
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
庚
瀬
武
文
「
借
地
借
家
法
の
諸
問
題
」
五

九
頁
以
下
(
「
高
額
の
敷
金
」
。
初
出
は
一
九
五
七
年
)
は
、
最
近

は
、
商
業
地
域
で
賃
料
の
一

0
ヶ
月
な
い
し
五
0
ヶ
月
分
に
相
当

す
る
敷
金
を
か
な
り
み
、
つ
け
る
と
記
し
て
い
る
。

(
日
)
一
九
六
五
年
の
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
大
阪
で
は
半
数
以
上
が
、

東
京
で
は
七

O
%
以
上
が
、
「
保
証
金
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い

た
と
い
う
(
阿
部
『
不
動
産
の
管
理
と
経
営
』
(
前
出
注

(
7
)
)

一
=
一
七
頁
)

0

た
だ
し
、
菅
原
・
前
出
注

(
8
)

一
O
二
頁
に
よ
る

と
、
貸
し
ピ
ル
の
所
有
者
が
交
替
し
た
と
き
に
保
証
金
返
還
義
務

を
新
旧
い
ず
れ
の
所
有
者
が
負
う
の
か
、
全
額
返
還
し
た
後
に
新

た
に
一
時
金
を
請
求
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、

一
九
七
五
年
頃
か
ら
、
従
来
の
保
証
金
と
同
額
程
度
の
金
銭
を

「
敷
金
」
と
し
て
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
高
額
の
敷
金
が
一
般

化
し
て
い
る
と
い
う
。

(
日
)
奈
良
次
郎
「
敷
金
・
権
利
金
・
保
証
金
・
建
設
協
力
金
」
『
現
代

借
地
借
家
法
講
座

2
借
家
法
』
一

O
八
頁
以
下
、
二
二
頁
以

下
。
月
岡
利
男
「
借
家
関
係
と
敷
金
・
権
利
金
」
「
新
現
代
借
地
借

家
法
講
座

3
借
家
法
』
三
六
頁
注
一

O
七
、
一

O
八
の
ほ
か
、

永
田
真
三
郎
「
賃
貸
ピ
ル
の
譲
渡
と
保
証
金
の
継
承
」
関
法
二
八

巻
四
・
五
・
六
号
(
一
九
九
九
年
)
六
一
頁
を
参
照
。

(
日
)
最
判
平
成
一

O
年
九
月
三
一
日
民
集
五
二
巻
六
号
一
四
六
七
頁
。
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本
判
決
に
つ
い
て
は
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
・
平
成
一

0
年
度
重
要
判
例

解
説
七
四
頁
以
下
(
升
田
純
)
、
私
法
判
例
利
マ

l
ク
ス
一
九
号
四

八
頁
以
下
(
田
原
陸
夫
)
、
判
例
評
論
四
八
五
号
一
九
五
頁
以
下

(
平
田
健
治
)
の
判
例
研
究
を
参
照
。

(
日
)
関
沢
正
彦
「
借
家
人
と
の
融
資
取
引
と
実
務
上
の
留
意
点
」
金

融
法
務
事
情
二
ニ
六
九
号
七
頁
以
下
と
、
同
三
三
一
貝
(
注
l
)
に

あ
げ
ら
れ
る
諸
文
献
を
参
照
。

(U)

一
般
の
個
人
が
、
伝
貰
保
証
金
返
還
請
求
権
を
債
権
譲
渡
の
形

で
担
保
に
と
っ
て
、
建
物
賃
借
入
に
融
資
す
る
こ
と
は
あ
る
と
い

う
。
そ
の
際
に
は
、
建
物
所
有
者
(
賃
貸
人
)
と
建
物
賃
借
入
へ

の
融
資
者
と
の
聞
で
、
建
物
所
有
者
(
賃
貸
人
)
は
伝
貰
保
証
金

を
賃
借
入
で
は
な
く
て
、
賃
借
入
の
当
該
債
権
者
に
払
う
旨
を
約

す
る
と
い
う
。

(
日
)
石
論
文
注
(
日
)
0

そ
の
ほ
か
、
石
氏
に
よ
る
と
、
学
生
が
建
物

を
賃
借
す
る
と
き
、
自
炊
用
の
台
所
付
き
で
あ
れ
ば
一
部
を
伝
貰

金
で
払
い
残
り
を
毎
月
の
家
賃
で
払
う
が
、
賄
い
付
き
の
下
宿
で

あ
れ
ば
、
家
賃
と
食
事
代
を
毎
月
払
い
、
伝
貰
金
は
払
わ
な
い
と

い、っ。な
お
、
ア
ジ
ア
不
動
産
法
制
研
究
会
・
前
出
注

(
1
)

一
四
六

頁
に
よ
る
と
、
一
九
六
O
年
に
は
六
0

・
七
%
、
一
九
八
五
年
に

は
五
三
・
八
%
で
あ
っ
た
。
地
価
が
上
昇
し
た
バ
ブ
ル
の
時
期
に
、

伝
賞
金
を
授
受
す
る
賃
貸
借
が
増
加
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
凶
)
韓
国
で
は
、
伝
賞
金
が
授
受
さ
れ
た
と
き
に
は
、
賃
貸
人
に
、

当
該
伝
貰
金
額
に
銀
行
の
預
金
利
率
を
掛
け
た
収
入
が
あ
る
と
み

な
し
て
課
税
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
建
物
賃

貸
の
収
益
が
家
賃
か
伝
貰
保
証
金
(
の
運
用
益
)
か
で
課
税
負
担

に
差
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
税
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
家
賃

で
な
く
伝
貰
金
を
授
受
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
二
戸

目
の
所
有
住
宅
に
つ
い
て
は
、
他
者
へ
賃
貸
し
て
い
て
も
(
こ
の

と
き
、
自
ら
は
別
の
建
物
を
賃
借
し
て
い
る
)
、
賃
貸
所
得
た
る
家

賃
も
伝
貰
保
証
金
の
金
利
も
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
。

(
げ
)
私
債
市
場
と
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
制
度
金
融
以
外
の
部

分
、
す
な
わ
ち
、
営
業
の
許
認
可
を
受
け
ず
、
各
種
の
金
融
規
制

を
免
れ
て
い
る
金
融
取
引
で
あ
る
。
私
金
融
部
門
と
も
呼
ば
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
金
貸
、
質
屋
、
無
尽
、
議
な
ど
の
伝
統
的
部
門
と
、

手
形
業
者
、
金
融
会
社
な
ど
の
近
代
的
部
門
と
に
分
け
ら
れ
る

(
後
藤
猛
『
韓
国
の
経
済
・
金
融
・
証
券
市
場
』
九
一
頁
以
下
、

杉
江
雅
彦
編
『
ア
ジ
ア

N
I
E
S
の
金
融
・
証
券
市
場
』
六
一
頁

(
金
鎮
九
・
宗
智
永
)
)
。

(
時
)
石
氏
に
よ
る
と
、
現
在
は
、
借
地
上
の
住
宅
の
例
は
聞
い
た
こ

と
が
な
い
。
庖
舗
用
住
宅
で
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
な
ど
寿
命

が
長
い
建
物
で
は
借
地
の
こ
と
が
な
い
。
鉄
パ
イ
プ
な
ど
に
よ
る

「
仮
建
物
」
(
工
場
や
卸
市
場
の
こ
と
が
多
い
と
い
う
)
で
、
期
間

二
年
1
数
年
の
借
地
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
四
0
1
五
O
年
前

に
は
、
貧
困
層
に
対
す
る
恩
恵
的
な
貸
地
で
、
賃
料
収
益
を
目
的

と
し
な
い
も
の
が
、
極
め
て
少
数
だ
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。

(
川
口
)
瀬
川
信
久
「
日
本
の
借
地
」
、
特
に
二
O
九
頁
以
下
を
参
照
。

なぜ韓国では伝賞金が授受されるのか?
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